
研究開発税制のポイントは「人件費」 

 研究開発税制（試験研究を行った場合の

法人税額の特別控除）とは、企業が試験研

究を行った場合に、試験研究費に税額控除

割合を乗じた金額を法人税額から控除でき

る制度です。実務では、試験研究費の中で

も占める割合が高い「人件費」の集計がポ

イントとなります。この「人件費」は「専門

的知識をもってその業務に専ら従事する者」

に対する次のような費用をいいます。 

・給与、賞与、諸手当、退職金 

・法定福利費、福利厚生費 など 

問題となるのは、「専ら」という要件。こ

こでは、100％専属で直接的な研究業務をし

ている「研究員」を想定しています。 

＜研究開発に「専ら従事する者」＞ 

・プロジェクトの全期間従事する者 

・研究部門に所属する者、専業とする者 

（研究者としての肩書を有する者等） 

兼任者でも「専ら」要件を満たす要件 

 ただ、どの企業でも、限られた人的資源

の中で研究開発に取り組まざるを得ないた

め、研究以外の業務を兼務するケースが多

く見られます。この場合、次の 4 要件を満

たす者は、「専ら従事する者」に該当するも

のとして取り扱うことができます。 

＜兼任者が「専ら」要件を満たす 4 要件＞ 

① 専門知識をもって、担当業務が行わ

れる期間は専属的に従事していること 

② 担当業務や専門知識がその研究開発 

に不可欠であること 

③ 従事期間が通算しておおむね 1 か月

（実働 20 日程度）以上あること 

④ 従事状況が明確に区分され、人件費  

 が適正に計算されていること 

＜具体例＞ 研究プロジェクト（8 か月） 

Ａ氏（設計部／月給 60 万）、Ｂ氏・Ｃ氏

（生産部／同 30 万）は、下記の期間に専属

的に試験研究に従事した（評価・分析フェ

ーズは業務の特殊性から断続的に従事）。 

 設計開発 

1～3月 

試作 

4～6月 

評価･分析 

7～8月 

Ａ氏 実働 60 日 実働 60 日 実働 30 日 

Ｂ氏 実働 20 日 実働 60 日 ― 

Ｃ氏 ― ― 実働 30 日 

 月稼働日数を 20 日とすると、人件費は合

計 615 万円と計算するイメージになります。 

Ａ氏 60 万円/20 日×150 日＝450 万円 

Ｂ氏 30 万円/20 日× 80 日＝120 万円 

Ｃ氏 30 万円/20 日× 30 日＝ 45 万円 
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